
保育所保育指針について

○ 第1章～第5章で構成。保育所における保育の内容及びこれに関連する運営に関する事項を定める。
○ 厚生労働大臣告示（平成29年3月31日告示、平成30年4月1日適用）

第１章 総則

第２章 保育の内容

第４章 子育て支援

第３章 健康及び安全

第５章 職員の資質向上

１．保育所保育に関する基本原則

２．養護に関する基本的事項

３．保育の計画及び評価

４．幼児教育を行う施設として共有すべき事項

１．乳児保育に関わるねらい及び内容

※「健やかに伸び伸びと育つ」「身近な人と気持ちが通じ合う」

「身近なものと関わり感性が育つ」という視点から記載

２．１歳以上３歳未満児の保育に関わるねらい及び内容

※「健康、人間関係、環境、言葉、表現」の５領域の視点から記載

３．３歳以上児の保育に関わるねらい及び内容

※「健康、人間関係、環境、言葉、表現」の５領域の視点から記載

４．保育の実施に関して留意すべき事項

１．子どもの健康支援

２．食育の推進

３．環境及び衛生管理並びに安全管理

４．災害への備え

１．保育所における子育て支援に関する基本的事項

２．保育所を利用している保護者に対する子育て支援

３．地域の保護者等に対する子育て支援

１．職員の資質向上に関する基本的事項

２．施設長の責務

３．職員の研修等

４．研修の実施体制等

○ 保育所保育が幼児教育の重要な一翼を担っていること

等も踏まえ、「４．幼児教育を行う施設として共有すべき事

項」を定めるなど、保育所保育の基本となる考え方につい

て記載。

○ 乳児、３歳未満児、３歳以上児の保育について、それぞ

れ、ねらい及び内容を記載。

○ 特に、３歳以上児の保育について、幼稚園、認定こども

園との整合性を確保。

○ 子どもの育ちをめぐる環境の変化を踏まえ、食育の推進、

安全な保育環境の確保等について記載。

○ 保護者と連携して「子どもの育ち」を支えることを基本とし

て、保育所が行う子育て支援の役割等について記載。

○ 職員の資質・専門性の向上について、キャリアパスを見

据えた研修機会の充実なども含め記載。
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現行
（保育所保育指針（平成20年厚生労働省告示第141号））

目次

第１章 総則
１ 趣旨
２ 保育所の役割
３ 保育の原理
４ 保育所の社会的責任

第２章 子どもの発達
１ 乳幼児期の発達の特性
２ 発達過程

第３章 保育の内容
１ 保育のねらい及び内容
２ 保育の実施上の配慮事項

第４章 保育の計画及び評価
１ 保育の計画
２ 保育の内容の自己評価

第５章 健康及び安全
１ 子どもの健康支援
２ 環境及び衛生管理並びに安全管理
３ 食育の推進
４ 健康及び安全の実施体制等

第６章 保護者に対する支援
１ 保育所における保護者に対する支援の基本
２ 保育所に入所している子どもの保護者に対する支援
３ 地域における子育て支援

第７章 職員の資質向上
１ 職員の資質向上に関する基本的事項
２ 施設長の責務
３ 職員の研修等

目次

第１章 総則
１ 保育所保育に関する基本原則
２ 養護に関する基本的事項
３ 保育の計画及び評価
４ 幼児教育を行う施設として共有すべき事項

第２章 保育の内容
１ 乳児保育に関わるねらい及び内容
（健やかに伸び伸びと育つ、身近な人と気持ちが通い合う、身近なものと関わり
感性が育つ）

２ １歳以上３歳未満児の保育に関わるねらい及び内容
３ ３歳以上児の保育に関わるねらい及び内容
４ 保育の実施に関して留意すべき事項

第３章 健康及び安全
１ 子どもの健康支援
２ 食育の推進
３ 環境及び衛生管理並びに安全管理
４ 災害への備え

第４章 子育て支援
１ 保育所における子育て支援に関する基本的事項
２ 保育所を利用している保護者に対する子育て支援
３ 地域の保護者等に対する子育て支援

第５章 職員の資質向上
１ 職員の資質向上に関する基本的事項
２ 施設長の責務
３ 職員の研修等
４ 研修の実施体制等

改定後
（保育所保育指針（平成29年厚生労働省告示第117号））
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（参考）保育所保育指針について

【根拠法令】

○児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（児童福祉施設最低基準）

（保育の内容）

第３５条 保育所における保育は、養護及び教育を一体的に行うことをその特性とし、その内容については、厚生労
働大臣が定める指針に従う。

【保育所保育指針の趣旨】（保育所保育指針「第１章 総則」より）

・保育所における保育の内容に関する事項及びこれに関連する運営に関する事項を定める。

・各保育所は、この指針において規定される保育の内容に係る基本原則に関する事項等を踏まえ、各保育所の実
情に応じて創意工夫を図り、保育所の機能及び質の向上に努めなければならない。

【策定及び改定の経緯】

・昭和４０年８月「保育所保育指針」策定、平成２年３月、１１年１０月改訂

・平成２０年３月改定（告示化）、２９年３月改定（３０年４月適用）

【今回（平成２９年）改定の趣旨】

・乳児・３歳未満児の保育に関する記載の充実

・保育所保育における幼児教育の積極的な位置づけ

・安全な保育環境の確保など、「健康及び安全」の記載の見直し

・「子育て支援」の章を新設し、記載を充実

・研修機会の確保・充実など、職員の資質向上に関する記載の充実 3


